
 

令和８年度 こどもスマイルムーブメント大賞 募集要項 

 

１ 趣旨 

東京都では、社会のあらゆる主体と連携し、「子供の笑顔があふれる社会」「安心して子供

を産み育てられる社会」を目指す「こどもスマイルムーブメント」を推進しています。 

このムーブメントの一環として、「こどもスマイルムーブメント大賞」を設け、子供の笑顔

を育む先進的な取組を行っている企業・団体を表彰し、その功績を広く周知することで、社

会全体で子供を大切にする気運の醸成を目指します。 

本募集では、子供・子育て世代に向けた先進的な取組を行っている企業・団体を対象とし

て、「こどもスマイルムーブメント大賞」の候補者を広く募集いたします。 

 

２ 募集概要 

（１）募集対象 

子供の笑顔を育む先進的な取組を行う企業・団体 

（２）募集部門 

  ア 「子供部門」 

 子供の目線に立った、子供の笑顔を育む先進的な取組を行う企業・団体 

  イ 「子育て応援部門」 

子育て世代の目線に立った、子供の笑顔を育む先進的な取組を行う企業・団体 

（育業の推進など、企業・団体の社員や職員等を対象にした取組を含む） 

（３）応募資格 

対象とする企業・団体は、以下の要件を満たすものとします。 

ア こどもスマイルムーブメントに参画している企業・団体であること 

（応募と同時に登録を行う企業・団体も対象となります。登録方法は「５ その他（１）」

をご覧ください。） 

イ 都内に本社又は事業所が所在すること 

ウ 直近 3 年度以内に都内で 1 回以上、子供・子育て世代を支援する取組を実施している

こと（応募時に実施中の取組も可） 

エ 過去に「こどもスマイルムーブメント大賞」を受賞した企業・団体が応募する場合、

受賞した取組と異なる取組であること 

 

なお、次の各号に該当する企業・団体は、本事業の対象としません。 

ア 政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とするもの 

イ 公序良俗に反するもの 

ウ 反社会勢力又は反社会勢力と関わりがあるもの 



 

エ 法令違反等不正の事故を起こし、業務停止命令や行政処分などを受けているもの 

オ 事業税その他租税の未申告又は滞納があるもの 

カ 国や自治体からの委託を受けた取組であるもの 

キ その他、本事業の目的に照らして適切でないと事務局が判断するもの    

（４）表彰 

ア 最優秀賞 

イ 優秀賞 

ウ こどもスマイル賞 

（５）募集期間 

令和８年５月２５日（月）から令和８年７月２４日（金）まで 

（６）表彰式 

  本事業の表彰式を行うこととし、最優秀賞、優秀賞の受賞企業・団体につきましては東京

都知事等から表彰状、副賞（楯）の贈呈を行う予定です。 

表彰式のご案内は、最終結果を応募企業・団体に通知する際に、あわせて送付します。 

通知時期：令和８年 10 月下旬 （予定） 

開催時期：令和８年 11 月下旬 （予定） 

開催場所：東京都庁（予定） 

 ※こどもスマイル賞の受賞企業・団体の表彰状は、別途郵送いたします。 

（７）最優秀賞・優秀賞 受賞の特典 

ア PR 動画の制作 

最優秀賞又は優秀賞を受賞された企業・団体の取組については、３分程度のPR動画を

制作いたします。動画内容は、受賞された企業・団体へのインタビュー形式での取組紹

介となります。 

また、制作した動画は、こどもスマイルムーブメントの公式 YouTube に掲載します。

（動画の制作にあたって素材や資料の提供等のご協力をお願いします。） 

イ 各種媒体を通じた認知拡大 

最優秀賞又は優秀賞を受賞された企業・団体の取組については、以下媒体等において

広くプロモーションを行う予定です。 

（ア） 広報紙 

広報東京都（紙媒体）等 

（イ） ウェブサイト 

こどもスマイルムーブメント公式ホームページ、広報東京都（ウェブ版）、マイナ

ビニュース、マイナビ子育て 等 

（ウ） SNS 媒体 

こどもスマイルムーブメントの X（旧 Twitter）、Instagram 等 



 

    （エ） 雑誌広告 

      大手ビジネス雑誌等 

ウ こどもスマイルムーブメント大賞ロゴの使用 

名刺や HP 等にご利用いただける「こどもスマイルムーブメント大賞」各賞のロゴを 

それぞれの受賞企業・団体に提供いたします。 

（８）こどもスマイル賞 受賞の特典 

ア 各種媒体を通じた認知拡大 

こどもスマイル賞を受賞された企業・団体の取組については、以下の媒体等において

広くプロモーションを行う予定です。 

（ア） ウェブサイト 

こどもスマイルムーブメント公式ホームページ、マイナビニュース、マイナビ子

育て 等 

（イ） SNS 媒体 

こどもスマイルムーブメントの X（旧 Twitter）、Instagram 等 

イ こどもスマイルムーブメント大賞ロゴの使用 

名刺や HP 等にご利用いただける「こどもスマイルムーブメント大賞」こどもスマイ 

ル賞のロゴをそれぞれの受賞企業・団体に提供いたします。 

 

３ 応募方法 

（１）応募フォーム 

以下の応募フォームに必要事項を入力の上、取組概要書及びその他提出資料を添付して

募集期間内にご応募ください。 

   https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/stp/kodomo/awards_entry 

※複数の取組を応募いただく場合は、お手数ですが、取組ごとに応募フォームへの登録を

お願いいたします。 

※複数の企業・団体が合同で一つの取組を応募いただく場合には、代表の企業・団体から

応募いただき、応募フォーム内の「取組の概要」及び取組概要書に、合同による応募であ

る旨をご記載ください。 

（２）取組概要書の形式 

ア 規定の各種フォーマット（パワーポイント・ワード・エクセルのいずれか） 

データはこどもスマイルムーブメント公式ホームページよりダウンロードしてくださ

い。 

イ Ａ4 サイズ・６枚以内（表紙除く） 

ウ タイトルは、「こどもスマイルムーブメント大賞 応募資料（企業・団体名）」としてく

ださい。 



 

（３）取組概要書に記載する内容 

ア 取組詳細（課題や内容） 

イ 取組における先進性・オリジナリティ 

ウ 取組における課題解決性・社会貢献度 

エ 取組における波及効果 

オ 取組を実施した期間と今後の計画 

カ その他（４（２）「協働性・牽引性」以降の内容、または、その他特筆すべき内容） 

※３（２）記載の形式内であれば、取組実績や写真等ほかの事項も記載いただいて構い 

ません。 

（４）その他提出資料 

  ア 企業・団体の概要が分かる書類（会社案内やパンフレット、ウェブサイトの画面を 

保存した資料等） 

イ 取組の詳細が分かる参考資料（パンフレット、Web サイト、新聞記事、写真等） 

※取組の詳細が分かる書面に関しては該当がある場合のみ 

なお、応募にあたって、従業員数や売上金額などの規模による制限はありません。 

 

４ 選定方法 

（１）審査内容 

一次審査：書類審査 

二次審査：選定委員会による審査（オンラインでのプレゼンを予定しています） 

三次審査：子供及び保護者による投票審査 

※審査にあたって追加資料の提出やヒアリング等をお願いする場合があります。 

（２）審査における主な観点 

応募いただいた取組に関しては、以下の観点等により総合的に審査します。 

審査項目 審査の視点 

こどもスマイルムーブ

メントへの理解 

• こどもスマイルムーブメントの理念・目的に合致し、ムーブ

メントの好循環を一層加速させる取組であること 

先進性・オリジナリテ

ィ 

• 取組やそのプロセスにおいて特長的・先進的またはオリジナ

リティがあること 

課題解決性・社会貢献

度 

• 子供・子育て世代のニーズを捉え、社会課題等の解決に資す

る取組であること 

• 企業・団体の本来の活動内容から一歩踏み出した社会的な取

組であること 

波及効果 • 他企業・団体における同様の取組の実施や、新たな展開に繋

がる波及性の高い取組であること 



 

継続性・計画性 • 中長期的に継続して実施してきた取組であること 

• 今後の展開が計画的な取組であること 

協働性・牽引性 • 取組やそのプロセスにおいて多様なステークホルダーを巻き

込む協働的な取組であること 

広域性 • 都内でより広い領域に対して効果的な取組であること 

チャレンジ性 • 企業・団体の規模感に対して高い目標を掲げたチャレンジ性

のある取組であること 

子供の参画／ 

子育て世代・利用者の

ニーズの反映 

• 子供を社会の一員として、その意見を取り入れ、取組に反映

するなど、子供の参画の機会を創出していること（子供部

門） 

• 子育て世代や利用者からニーズを聴き取り、取組に反映して

いること（子育て応援部門） 

アプローチの困難性 • 他企業・団体によるアプローチが困難な分野に対して、独自

の手法をもってきめ細かなアプローチをしている取組である

こと 

東京都との取組補完性 • 東京都では手が届きにくい領域やサービス内容であり、東京

都全体で考えて補完性が高い取組であること 

DX 推進性 • DX の推進により、新たな時代にふさわしい取組であること 

その他 • 特筆すべき点や一層評価できる事項 

   

５ その他 

（１）こどもスマイルムーブメント参画 

応募には、「こどもスマイルムーブメント」への参画が必要です。応募する企業・団体で、

参画をされていない場合は、こどもスマイルムーブメント公式ホームページの以下のフォ

ームより参画申請を行ってください。 

https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/apply_company/input_email 

こどもスマイルムーブメントについては、以下をご参照ください。 

https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/kids/about 

（２）応募された入力内容等に含まれる個人情報の取扱いに当たっては、「個人情報の保護に関

する法律」、「東京都個人情報の保護に関する法律施行条例」その他関係法令を遵守してく

ださい。 

（３）ご提出いただいた書類等は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

（４）応募書類等の不備や内容に不明な点がある場合、必要に応じてご連絡させていただくこ

とがあります。 

（５）受賞後、都の事業へのご協力を依頼させていただくことがございますので、あらかじ 

めご了承ください。 

https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/apply_company/input_email
https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/kids/about
https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/kids/about


 

（６）表彰式は公開で実施します。また、メディアの取材が入る可能性があります。 

（７）表彰式で撮影された写真や動画、取組内容について、賞の発信や広報等で活用させて 

いただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

６ 問い合わせ先 

東京都 こどもスマイルムーブメント事務局 

電話：03-5213-0815（電話受付 平日 10 時 00 分～17 時 00 分） 

メール：jimukyoku@kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp 


